
 １
 

搬
入

・
分

別
ル

ー
ル

 
 

①
 
令

和
２

年
９

月
１

４
日

以
降

、
災

害
廃

棄
物

の
搬

入
ル

ー
ル

に
つ

い
て

は

以
下

の
通

り
と

な
り

ま
す

。
分

別
ル

ー
ル

は
、
「

４
．

分
別

ル
ー

ル
」

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

 

②
 
受

入
施

設
は

、
人

吉
市

災
害

廃
棄

物
仮

置
場

（
人

吉
中

核
工

業
用

地
）

の
み

で
す

。
人

吉
球

磨
ク

リ
ー

ン
プ

ラ
ザ

に
は

持
ち

込
ま

な
い

で
く

だ
さ

い
。
（

た

だ
し

、
生

ご
み

な
ど

の
食

品
系

廃
棄

物
は

除
き

ま
す

。
）

 

③
 
そ

の
他

、
仮

置
場

の
運

営
委

託
先

の
指

示
に

従
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

 ２
 

特
別

搬
入

許
可

証
 

 

・
 

仮
置

場
に

、
災

害
廃

棄
物

を
搬

入
す

る
際

に
は

、
特

別
搬

入
許

可
証

が
必

要
で

す
。

 

・
 

公
費

解
体

は
緑

色
、

自
費

解
体

は
ピ

ン
ク

色
、

片
付

け
ご

み
等

は
黄

色
の

色
分

け

で
特

別
搬

入
許

可
証

を
作

成
し

ま
す

。
 

・
 

仮
置

場
へ

持
ち

込
む

際
に

は
、

特
別

搬
入

許
可

証
を

提
示

し
て

く
だ

さ
い

。
搬

入

の
た

び
に

裏
面

に
日

付
印

を
押

印
し

ま
す

。
 

 （
１

）
公

費
解

体
廃

棄
物

 

・
 

解
体

受
託

業
者

か
ら

の
依

頼
に

基
づ

き
、

市
環

境

課
で

発
行

し
、

解
体

業
者

に
交

付
し

ま
す

。
 

・
 

１
つ

の
解

体
現

場
に

つ
き

、
3

枚
発

行
し

、
車

両
は

特
定

し
ま

せ
ん

。
 

・
 

有
効

期
間

は
原

則
２

ヶ
月

と
し

ま
す

。
 

・
 

家
屋

解
体

廃
棄

物
は

、
全

て
人

吉
市

災
害

廃
棄

物
仮

置
場

に
て

受
け

入
れ

ま
す

。
 

 （
２

）
自

費
解

体
廃

棄
物

 

・
 

特
別

搬
入

許
可

証
は

市
環

境
課

で
発

行
し

ま
す

。
 

・
 

発
行

受
付

時
間

は
、

平
日

の
8

時
3

0
分

か
ら

1
7

時
1

5
分

ま
で

で
す

。
 

・
 

申
請

に
必

要
な

書
類

は
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

①
 

被
災

家
屋

解
体

廃
棄

物
特

別
搬

入
許

可
証

交
付

申
請

書
（

市
指

定
様

式
。

H
P

か
ら

も
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
可

。）
 

②
 

印
鑑

（
来

庁
者

の
印

。
認

印
可

、
シ

ャ
チ

ハ
タ

不
可

。
）

 

③
 

委
任

状
、

同
意

書
（

市
指

定
様

式
。

H
P

か
ら

も
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
可

。）
 

④
 

り
災

証
明

書
又

は
被

災
証

明
書

（
コ

ピ
ー

）
 

※
り

災
証

明
書

・
被

災
証

明
書

が
発

行
さ

れ
な

い
場

合
は

写
真

。
 

⑤
 

解
体

工
事

請
負

契
約

書
（

原
本

と
コ

ピ
ー

を
持

参
。

原
本

は
返

却
。
）

 

⑥
 

収
集

運
搬

委
託

契
約

書
（

解
体

業
者

以
外

の
者

が
解

体
廃

棄
物

を
収

集
運

搬
す

る

場
合

の
み

必
要

。）
 

・
 

使
用

す
る

車
両

ご
と

に
発

行
し

ま
す

。
 

・
 

有
効

期
間

は
原

則
1

ヶ
月

と
し

、
必

要
に

応
じ

て
延

長
し

ま
す

。
 

  

 （
３

）
片

付
け

ご
み

等
 

・
 

家
屋

解
体

以
外

の
災

害
ご

み
（

家
屋

の
修

繕
等

に
伴

い
撤

去
し

た
ボ

ー
ド

類
等

。）
を

処
分

す
る

際
に

も
、

特
別

搬
入

許
可

証
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

 

・
 

市
環

境
課

に
お

い
て

、
搬

入
前

に
特

別
搬

入
許

可
証

の
発

行
手

続
き

が
必

要
で

す
。

 

・
 

発
行

受
付

時
間

は
、

平
日

の
8

時
3

0
分

か
ら

1
7

時
1

5
分

ま
で

で
す

。
 

・
 

申
請

に
必

要
な

書
類

は
以

下
の

と
お

り
で

す
。

 

①
 

災
害

ご
み

搬
入

許
可

証
申

請
書
（

市
指

定
様

式
。
H

P
か

ら
も

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

可
。）

 

②
 

り
災

証
明

書
又

は
被

災
証

明
書

（
コ

ピ
ー

）
 

※
り

災
証

明
書

・
被

災
証

明
書

が
発

行
さ

れ
な

い
場

合
は

写
真

。
 

③
 

来
庁

者
の

印
鑑

 

④
 

委
任

状
（

市
指

定
様

式
。
運

搬
業

者
等

が
手

続
き

を
代

行
す

る
場

合
に

必
要

。
H

P

か
ら

も
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
可

。）
 

 
※

搬
入

車
両

の
ナ

ン
バ

ー
、

搬
入

回
数

を
申

請
書

に
記

入
す

る
必

要
が

あ
る

の
で

、

控
え

て
ご

来
庁

く
だ

さ
い

。
 

・
 

こ
れ

ま
で

同
様

、
生

ご
み

系
は

持
ち

込
め

な
い

た
め

、
通

常
の

ご
み

と
し

て
ご

み

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

に
出

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 ３
 

搬
入

時
の

注
意

事
項

 
 

・
 

特
別

搬
入

許
可

証
に

記
載

の
有

効
期

限
等

を
よ

く
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

整
合

し

て
い

な
い

車
両

は
搬

入
で

き
ま

せ
ん

。
 

・
 

国
道

２
２

１
号

沿
い

で
の

待
機

は
出

来
ま

せ
ん

。
仮

置
場

内
に

は
車

両
待

機
場

が

あ
り

ま
す

の
で

、
国

道
に

並
ば

な
い

で
く

だ
さ

い
。

 

・
 

仮
置

場
の

受
入

時
間

は
、

日
曜

日
・

祝
祭

日
以

外
の

9
時

3
0

分
～

１
２

時
・

１

３
時

～
１

６
時

で
す

。
お

昼
時

間
等

の
受

入
時

間
外

に
搬

入
さ

れ
て

も
荷

降
ろ

し

は
出

来
ま

せ
ん

。
車

両
待

機
場

で
お

待
ち

く
だ

さ
い

。
 

・
 

道
路

交
通

法
は

遵
守

し
、

過
積

載
等

が
な

い
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

・
 

公
費

解
体

廃
棄

物
及

び
自

費
解

体
廃

棄
物

を
運

搬
す

る
場

合
は

、
荷

台
に

シ
ー

ト

を
掛

け
て

く
だ

さ
い

。
シ

ー
ト

（
ネ

ッ
ト

可
：

被
せ

た
状

態
で

網
目

5
c
m

以
下

）

を
被

せ
て

い
な

い
車

両
に

つ
い

て
は

、
仮

置
場

へ
の

搬
入

は
で

き
ま

せ
ん

。
 

・
 

シ
ー

ト
掛

け
、

シ
ー

ト
外

し
は

仮
置

場
内

で
行

っ
て

く
だ

さ
い

。（
国

道
２

２
１

号

沿
い

等
で

行
う

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
）

 

・
 

フ
レ

コ
ン

バ
ッ

グ
に

つ
い

て
は

、「
４

．
分

別
ル

ー
ル

」
で

指
定

し
て

あ
る

廃
棄

物

以
外

で
は

使
わ

な
い

で
く

だ
さ

い
。（

内
容

物
が

確
認

で
き

る
状

態
で

搬
入

し
て

く

だ
さ

い
。
）

 

・
 

廃
棄

物
の

運
搬

に
つ

い
て

は
、

落
下

や
飛

散
を

さ
せ

な
い

よ
う

、
ト

ラ
ッ

ク
荷

台

へ
の

積
込

み
や

固
定

は
し

っ
か

り
と

行
い

、
出

発
前

に
再

確
認

を
し

て
く

だ
さ

い
。 

・
 

交
差

点
で

の
右

左
折

時
や

カ
ー

ブ
な

ど
遠

心
力

が
生

じ
る

場
合

や
、

停
車

か
ら

発

進
す

る
場

合
の

加
速

度
が

生
じ

る
場

合
は

、
特

に
注

意
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 ４
 

分
別

ル
ー

ル
 

 

N
o
. 

受
入

品
目

 
分

別
ル

ー
ル

 

１
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

が
ら

 
 

２
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

二
次

製
品

 
セ

メ
ン

ト
瓦

含
む

 

３
 

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

が
ら

 
 

４
 

自
然

石
・

庭
石

 
 

５
 

木
く

ず
（

柱
・

梁
）

 
石

膏
ボ

ー
ド

等
は

外
し

て

く
だ

さ
い

 

６
 

木
く

ず
（

生
木

・
木

製
家

具
類

）
 

家
具

類
は

中
身

を
出

し
て

く
だ

さ
い

 

７
 

畳
・

む
し

ろ
 

 

８
 

土
壁

・
泥

壁
 

 

９
 

石
膏

ボ
ー

ド
 

品
目

ご
と

に
フ

レ
コ

ン
に

入
れ

て
、

マ
ジ

ッ
ク

で
内

容
物

を
記

載
 

１
０

 
ス

レ
ー

ト
・

サ
イ

デ
ィ

ン
グ

・
ケ

イ
酸

カ
ル

シ

ウ
ム

板
・

コ
ロ

ニ
ア

ル
く

ず
 

１
１

 
石

綿
含

有
廃

棄
物

 

１
２

 
木

毛
セ

メ
ン

ト
板

 

１
３

 
断

熱
材

（
保

温
く

ず
）

 

１
４

 
瓦

（
焼

き
瓦

）
 

セ
メ

ン
ト

瓦
除

く
 

１
５

 
ガ

ラ
ス

・
陶

磁
器

 
 

１
６

 
レ

ン
ガ

・
タ

イ
ル

 
 

１
７

 
金

属
く

ず
 

 

１
８

 
リ

サ
イ

ク
ル

家
電

５
品

目
（

洗
濯

機
・

冷
蔵

庫
・

テ
レ

ビ
・

エ
ア

コ
ン

・
衣

類
乾

燥
機

）
 

品
目

ご
と

に
分

け
て

降
ろ

し
ま

す
 

１
９

 
そ

の
他

家
電

（
パ

ソ
コ

ン
・

電
子

レ
ン

ジ
な

ど
）
 

 

２
０

 
ソ

フ
ァ

ー
・

ベ
ッ

ト
マ

ッ
ト

 
 

２
１

 
可

燃
物

・
布

団
・

カ
ー

テ
ン

・
衣

類
・

紙
く

ず
・

プ
ラ

製
家

具
類

・
塩

ビ
パ

イ
プ

等
 

 

２
２

 
処

理
困

難
物

 

（
蛍

光
管

・
電

池
・

バ
ッ

テ
リ

ー
・

石
油

ス
ト

ー
ブ

・
ソ

ー
ラ

ー
パ

ネ
ル

・
廃

タ
イ

ヤ
・

ガ
ス

ボ
ン

ベ
・

カ
セ

ッ
ト

ボ
ン

ベ
等

）
 

品
目

ご
と

に
分

け
て

降
ろ

し
ま

す
 

２
３

 
解

体
残

さ
（

土
砂

混
じ

り
が

れ
き

）
 

 

※
こ

の
分

別
ル

ー
ル

は
、

変
更

に
な

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
運

営
委

託
先

の
指

示
に

従
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

  

【
本

書
の

内
容

に
つ

い
て

の
お

問
い

合
わ

せ
】

 

人
吉

市
 

市
民

部
環

境
課

 
災

害
廃

棄
物

対
策

室
 

T
E

L
：

０
９

６
６

－
２

２
－

２
１

１
１

（
内

線
：

２
７

１
１

）
 

 【
分

別
ル

ー
ル

に
つ

い
て

の
お

問
い

合
わ

せ
】

 

人
吉

市
災

害
廃

棄
物

仮
置

場
 

運
営

委
託

先
：

石
坂

グ
ル

ー
プ

 

T
E

L
：

０
５

０
－

５
４

３
３

－
５

２
５

８
 

人
吉

市
 

令
和

2
年

7
月

豪
雨

 
災

害
廃

棄
物

搬
入

・
分

別
ル

ー
ル

（
R
2
.9

月
1
4

日
以

降
）

 
人

吉
市

 
市

民
部

環
境

課
災

害
廃

棄
物

対
策

室
 

令
和

2
年

9
月

1
日

作
成
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災害がれき災害がれき災害がれき災害がれき分別のお願い分別のお願い分別のお願い分別のお願い    
    

被災した家屋の整理・清掃をされる際、さまざまなごみが発生しますが、被災した家屋の整理・清掃をされる際、さまざまなごみが発生しますが、被災した家屋の整理・清掃をされる際、さまざまなごみが発生しますが、被災した家屋の整理・清掃をされる際、さまざまなごみが発生しますが、

のちのちのごみ処理に支障がありますので、次のようにのちのちのごみ処理に支障がありますので、次のようにのちのちのごみ処理に支障がありますので、次のようにのちのちのごみ処理に支障がありますので、次のように分別されるよう御分別されるよう御分別されるよう御分別されるよう御

協力をお願いします。協力をお願いします。協力をお願いします。協力をお願いします。    ※災害がれきの搬入場所は益城中央小学校跡地です。※災害がれきの搬入場所は益城中央小学校跡地です。※災害がれきの搬入場所は益城中央小学校跡地です。※災害がれきの搬入場所は益城中央小学校跡地です。    

    

分別の区分分別の区分分別の区分分別の区分    

①①①① 木（家具）木（家具）木（家具）木（家具）    ②木（柱）②木（柱）②木（柱）②木（柱）        ③畳、布団類③畳、布団類③畳、布団類③畳、布団類    

④家電４品目④家電４品目④家電４品目④家電４品目((((ＴＶ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンＴＶ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンＴＶ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンＴＶ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン))))    

⑤パソコン⑤パソコン⑤パソコン⑤パソコン    ⑥⑥⑥⑥その他家電（電子レンジなど）その他家電（電子レンジなど）その他家電（電子レンジなど）その他家電（電子レンジなど）    ⑦金属ごみ⑦金属ごみ⑦金属ごみ⑦金属ごみ    

⑧ガラス、陶磁器⑧ガラス、陶磁器⑧ガラス、陶磁器⑧ガラス、陶磁器    ⑨コンクリートくず⑨コンクリートくず⑨コンクリートくず⑨コンクリートくず    ⑩⑩⑩⑩瓦類瓦類瓦類瓦類    

    

※※※※    通常の可燃ごみ、不燃ごみ通常の可燃ごみ、不燃ごみ通常の可燃ごみ、不燃ごみ通常の可燃ごみ、不燃ごみ等等等等は、ごみステーションへお出し下さい。は、ごみステーションへお出し下さい。は、ごみステーションへお出し下さい。は、ごみステーションへお出し下さい。    

※※※※    ごみステーションに、災害がれきを出さないでください。ごみステーションに、災害がれきを出さないでください。ごみステーションに、災害がれきを出さないでください。ごみステーションに、災害がれきを出さないでください。    

※※※※    その他、取り扱えないものその他、取り扱えないものその他、取り扱えないものその他、取り扱えないもの    

・ガソリンや石油など危険物 ・農薬など取扱困難物 

・土砂 ・石綿含有物 ・太陽光パネル 

・解体業者による解体ごみなどの事業系ごみ 

※ 請負による解体ごみは、基本的には産業廃棄物となり、建設リサイクル法又

は産業廃棄物の処理ルートで処理願います。 

※※※※    場内は徐行運転でお願いします。場内は徐行運転でお願いします。場内は徐行運転でお願いします。場内は徐行運転でお願いします。    

※※※※    事故が起きた場合の責任は一切負えません。事故が起きた場合の責任は一切負えません。事故が起きた場合の責任は一切負えません。事故が起きた場合の責任は一切負えません。    
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【技 25-1、技 25-2（別添）】 

－6－ 

 

 令和２年３月 31 日作成 

 

 

出典：宇和島市提供資料 



【技 25-1、技 25-2（別添）】 

－11－ 

 

 令和２年３月 31 日作成 

 

出典：「東日本大震災における震災廃棄物処理の記録」（平成 28 年３月、仙台市環境局） 



最終更新⽇︓2020年10⽉28⽇

ホーム ＞ 分類から探す ＞ くらし・環境 ＞ ごみ出し情報 ＞ ごみ・リサイクルの出し⽅ ＞ 災害廃棄物の処理について

ホーム ＞ 組織から探す ＞ 環境部 ＞ 環境業務課 ＞ 災害廃棄物の処理について

災害廃棄物の処理について

災害廃棄物の処理について

 令和2年7⽉豪⾬により発⽣した災害ごみは、各施設で受⼊れています。

 災害ごみを施設に搬⼊するときは、ごみの分別にご協⼒をお願いします。

受⼊場所（施設）

可燃系のごみ︓⼤牟⽥・荒尾RDFセンター ⼤牟⽥市健⽼町468番地（⼤牟⽥エコタウン内）

不燃系のごみ︓⼤牟⽥市リサイクルプラザ ⼤牟⽥市健⽼町467番地（⼤牟⽥エコタウン内）

+

−

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

受⼊⽇及び時間

平⽇︓9時00分〜12時00分  13時00分〜16時00分

※休⽇の受⼊れについては、事前申込みにより、市が指定する⽇曜⽇に受⼊れます。

受⼊れる災害ごみ

サイト内検索

ホーム くらし・環境 産業・経済 健康・福祉・介護 教育・スポーツ・⽂化 市政
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新しいウィンドウで表⽰

※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。

PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表⽰されない場合、最新バージョンをご利⽤ください。

・可燃物（プラスチック・⾐類など）

・畳

・ふとん類

・家具類

・不燃物（⼩型家電、⾦属くずなど）

・ガラスくず・陶磁器くず

・家電4品⽬（冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ）など

※産業廃棄物の施設への持ち込みはできません

受付

施設搬⼊時に、り災証明書等及び搬⼊者の免許証等の⾝分証明書の提⽰をお願いします。

また、災害ごみ確認のため、現地での調査等を⾏う場合があります。

その他

・旧船津中学校跡地については、7⽉9⽇（⽊）をもって廃⽌しました。

・諏訪公園駐⾞場については、7⽉10⽇（⾦）より受⼊れを開始しました。

・仮置場に持ち込めるものは、⼤牟⽥市内で発⽣した災害ごみに限ります。

・宮浦公園については、7⽉21⽇（⽕）をもって廃⽌しました。

・⼤⾬の影響により7⽉24⽇（⾦）の受⼊れを中⽌しました。

・⼿鎌北町公園については、7⽉29⽇（⽔）をもって廃⽌しました。

・9⽉6⽇（⽇）は台⾵10号の接近により休⽌しました。

・諏訪公園⻄側駐⾞場については、9⽉15⽇（⽕）をもって廃⽌しました。

このページに関する

お問い合わせは

環境部 環境業務課

〒836-8666

福岡県⼤牟⽥市有明町２丁⽬３番地（⼤牟⽥市庁舎南別館1階）

電話︓0944-41-2723

お問い合わせメールフォーム

（ID:8435）

ページの先頭へ

Copyright (C)2014 Omuta City



トップページ > 分類でさがす > 市⺠の皆さんへ > ごみ・衛⽣・し尿処理 > ごみ・リサイクル >

令和元年東⽇本台⾵（台⾵第19号）災害関連情報 > 令和元年東⽇本台⾵に伴う災害廃棄物仮置場について

トップページ > 分類でさがす > 市⺠の皆さんへ > 消防・防災 > ⾵⽔害 > 令和元年東⽇本台⾵（台⾵第19号）災害関連情報

> 令和元年東⽇本台⾵に伴う災害廃棄物仮置場について

通常ページへ戻る 更新⽇︓2020年11⽉1⽇更新 Tweet

令和元年東⽇本台⾵に伴い発⽣した災害廃棄物について

令和元年東⽇本台⾵で発⽣した災害廃棄物は、市内に開設した災害廃棄物仮置場で受け⼊れをしています。

 なお、搬⼊できるのは被災家屋の個⼈の災害ごみに限定されており、リフォームや⾃費解体で発⽣したごみは持ち込むことはで

きません。 

仮置場では、確認のため搬⼊の際に罹災証明書の提⽰をお願いしています。

 また、７⽉６⽇から災害廃棄物を搬⼊できるのは罹災証明書に記載されたご本⼈、同居の家族のみとしています。

 搬⼊時、本⼈確認のため運転免許証等の提⽰もお願いしています。

 ご本⼈等による搬⼊が困難な場合は個別回収をご利⽤ください。

くわしくは(災害ごみの個別回収について）をご覧ください。

 （個別回収も受付できるのは被災家屋の個⼈の災害ごみのみです。）

災害廃棄物(⼟砂・⼟のうを除く)の仮置場について

受⼊時間

 ⽉曜⽇から⼟曜⽇ 午前８時00分から午後４時00分まで

分別⽅法

 仮置場では、災害廃棄物を次の９種類に分別しています。置き場所等は、各仮置場の係員が案内いたします。

1. 不燃物（コンクリート・ブロックがら、その他不燃物）

2. ⾦属くず

3. 危険物・⽯膏ボード・スレート

4. タイヤ

5. ⽊くず

6. 家電（エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機、テレビ、その他家電）

7. 畳

8. 可燃混合物

9. ⼟砂混じりがれき

仮置場⼀覧

仮置場 場所（⻑野市⾏政地図情報） 受⼊期間

豊野東⼭運動場 ⻑野市豊野町⼤倉1609
令和元年12⽉16⽇から当⾯の間、

令和元年東⽇本台⾵に伴う災害廃棄物仮置場について
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仮置場 場所（⻑野市⾏政地図情報） 受⼊期間

受⼊れを継続します。

アクアパル千曲 ⻑野市真島町川合1060

令和元年10⽉23⽇から当⾯の間、

受⼊れを継続します。

※豊野町⼤倉の北信五岳道路から豊野東⼭運動場までの市道は、地元地区の⽅が⽣活⽤道路として使⽤しています。廃棄物を持ち

込まれる⽅は20km/h以下で⾛⾏いただくよう、ご配慮をお願いします。

※アクアパル千曲へ家庭からの災害ごみを搬⼊する⾞については、料⾦所で係員へ罹災証明書をご提⽰いただければ五輪⼤橋の通

⾏料⾦が無料になります。⾃動機（無⼈）レーンをご利⽤の場合は、係員呼び出しボタンでご連絡ください。

⼟砂について

  災害ごみ仮置場では、家電、可燃物、不燃物等の廃棄物の置き場所の確保のため、⼟砂は受け⼊れていません。被災地区の家

屋から出た⼟砂については、真島旧砕⽯場跡へ搬⼊してください。なお、詳細につきましては、環境保全温暖化対策課（電話 026-

224-5034）へお問い合わせください。

事業所・農地から出た災害廃棄物について

事業所・農地の事業復旧に伴うごみ、業者による家屋の解体ごみは、事業ごみになります。

 災害廃棄物仮置場や市の集積所には出せません。

 産業廃棄物と事業系⼀般廃棄物に分別し、収集運搬業許可業者に処理を依頼してください。

産業廃棄物処理業者 名簿 ⼀般廃棄物収集運搬業許可業者 名簿

被災された農業者の⽅につきましては台⾵19号で被災された農業者の皆さんへ（農業政策課）をご覧ください。（農業政策課 電

話 026－224-5037）

農地・農業施設の災害復旧、農地（リンゴ畑等）に溜まった⼟砂の処分につきましては、こちら（農林部森林農地整備課）をご

覧ください。（電話 026-224-7039）

お願い

 以下のような⾏為は違法⾏為になりますので、絶対にやめてください。

⽬撃した⽅は、場所や⾞両ナンバー、時刻等を記録し、廃棄物対策課（電話 026-224-7320）や警察へ通報してください。

• 災害ごみ仮置場から家電、⾦属類等を勝⼿に持ち帰る⾏為（処分のためと称して持ち出す⾏為）

• 廃棄物処理業許可の無い者が、災害廃棄物を有料で受け⼊れる⾏為

• 産業廃棄物（解体業者による解体ごみを含む）や災害と無関係な廃棄物を、家庭の災害ごみと偽って仮置場へ搬⼊する⾏為

このページの情報は役に⽴ちましたか︖ 役に⽴った 普通 役に⽴たなかった

より良いホームページにするため、皆さまのご意⾒をお聞かせください




